
                                                  事 務 連 絡 

平成２２年４月３０日 

 

 

各都道府県及び市区町村等介護保険主管課（室）御中 

 

 

 

                     厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について 

 

 

介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

末期がん等の方は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる

場合があります。 

ついては、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合は、下

記の事項に留意し、適切な要介護認定の実施及び介護サービスの提供を行っていただ

くようお願いします。 

 

記 

 

１．暫定ケアプランの作成について 

保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介護認定の申請を受けた後、認定

結果が出る前の段階であっても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供

を開始することができます。また、一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速

な対応が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日のうちに、認定調査員

が認定調査を実施するとともに、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、介護

サービスの提供を開始しているところです。 

こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要 

する場合には、迅速な暫定ケアプランの作成、介護サービスの提供を徹底いただ

くようお願いします。 

 

 

２．要介護認定の実施について 

  一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応が必要と判断される方から

の申請を受けた場合、同日のうちに認定調査を実施し、直近の介護認定審査会で二

次判定を行い、要介護認定を迅速に実施しているところです。 

  こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要

する場合には、暫定ケアプランの作成に加え、迅速な要介護認定を実施いただくよ

うお願いします。 



３．入院中からの介護サービスと医療機関等との連携について 

入院している末期がん等の方が、退院後に在宅等に生活の拠点を移す場合におい

て、入院中の段階からケアマネジャー等と医療機関が連携し、退院後の介護サービ

スを調整すること等が診療報酬上及び介護報酬上評価されています。 

入院している末期がん等の方で、退院後も介護サービスを利用する見通しの方に

対しては、これらの趣旨を踏まえ、切れ目のないサービスの提供を実施いただくよ

うお願いします。 

 

（参考） 

 ①介護報酬上の評価 

○平成 21年度より新規に導入 

・医療連携加算：150単位／月（利用者１人につき１回を限度） 

・退院・退所加算：400単位／月（入院期間が 30日を超えない場合） 

                  600単位／月（入院期間が 30日を超える場合） 

 

   ②診療報酬上の評価 

○平成 22年度より新規に導入 

・介護支援連携指導料 300 点（入院中２回） 

    ○平成 22年度以前より導入 

・退院時共同指導料  300 点（入院中１回） 

・急性期病棟等退院調整加算 140点（退院時１回）（平成 22年度に改正） 

 

 

４．主治医意見書の診断名欄への「末期がん」の明示について 

  「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引

き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」（平成２１年９月３０日老老

発０９３０第２号厚生労働省老健局老人保健課長通知）において「４０歳以上６

５歳未満の第２号被保険者については、主治医意見書の診断名の欄に、介護を必

要とさせている生活機能低下等の直接の原因となっている特定疾病名を記入」す

ることとしています。 

主治医意見書に末期がんであることを明示することは、保険者の要介護認定事務

局や介護保険認定審査会における迅速な対応に資するため、特に申請者が末期が

んと診断されている場合には、診断名を明示いただくよう、主治医の皆さまに周

知願います。ただし、告知の問題については十分留意願います。 

 

 

５．区分変更申請の機会の周知について 

末期がん等の方は、心身の状況が急激に悪化するため、複数回、要介護状態区分

の変更が必要となる場合があります。 

したがって、末期がん等の方には、区分変更申請が提出されれば、要介護状態区

分の変更等が速やかに行われることについて周知願います。 



○ 末期がん等の方は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合がある。

○ 保険者より、末期がん等の方に対して、①迅速な暫定ケアプランの作成、②迅速な要介護認定の実施、③入院中からの介護
サービスと医療機関等との連携、④主治医意見書の診断名欄への「末期がん」の明示、⑤区分変更申請の機会の周知等を行
い、末期がん等の方に対する適切な要介護認定の実施及び介護サービスの提供を行うことが必要。
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                                                  事 務 連 絡 

平成２２年１０月２５日 

 

 

各都道府県及び市区町村等介護保険主管課（室）御中 

 

 

厚生労働省老健局振 興 課 

老人保健課 

 

 

末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について 

 

 

介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

さて、本年４月３０日に、迅速な介護サービス提供が必要となる末期がん等

の方への要介護認定等における留意事項として、暫定ケアプランによる介護サ

ービスの提供や迅速な認定調査の実施等について事務連絡を発出したところで

す。 

今般、要介護認定で要支援１、２及び要介護１と判定された方のうち、末期

がん等の心身の状態が急速に悪化することが確実に見込まれる方に対する福祉

用具貸与の取扱い及び要介護認定時の留意事項について、改めて下記のとおり

お伝えいたしますので、ご了知願います。 

 

 

記 

 

 

１．指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費の算定について 

  要支援者及び要介護１の者については、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床

ずれ防止用具」等の利用に際し、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉

用具貸与費が原則として算定できないこととなっています。 

  ただし、要支援者及び要介護１の者であっても、末期がんの急速な状態悪

化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに日常的

に起きあがりや寝返り等が困難となることが確実に見込まれる者については、



 

市町村の判断により指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費を

算定することができます。 

  なお、判断にあたっては、医師の医学的な所見（主治医意見書や医師の診

断書等）に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケ

アマネジメントにより福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が特に必要で

ある旨が判断されている場合、書面等により確認し、その要否を判断してく

ださい（別添１及び２参照）。 

 

 

２．介護認定審査会が付する意見について 

介護認定審査会は、審査判定の結果を市町村に通知する際に、サービスの

有効な利用に関する留意事項について意見を付すことができます（別添３参

照）。 

つきましては、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状

態が急速に悪化することが見込まれる方については、介護認定審査会におい

て必要に応じ市町村への意見付記を活用していただきますよう、審査会委員

への周知をお願いします。 



（別添１） 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について  

～抄～ 

平成１２年３月１日老企第３６号 

厚生省老人保健福祉局企画課長通知 

（最終改正 平成２１年４月２１日） 

 

（２）要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費  

① 算定の可否の判断基準 

要介護一の者(以下(2)において「軽度者」という。)に係る指定福祉用具

貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車

いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変

換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト(つり具の部分を除

く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できな

い。しかしながら第二十三号告示第二十一号のイで定める状態像に該当する

者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対

象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断につい

ては、次のとおりとする。 

 

  （中略）  

 

ウ また、アにかかわらず、次の i)から iii)までのいずれかに該当する

旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議

等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要で

ある旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書

面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することが

できる。この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治

医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が

聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法

でも差し支えない。 

 

  （中略）  

 

ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第 

二十三号告示第二十一号のイに該当することが確実に見込まれる者 

（例 がん末期の急速な状態悪化） 

 

  （後略）  

 

 

 



（別添２） 
 

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について」等の一部改正について  ～抄～ 

 

平成１８年３月１７日老計発第０３１７００１号 

                      老振発第０３１７００１号 

                      老老発第０３１７００１号 

厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知 

（最終改正 平成２２年３月３１日） 

 

（２）要支援一又は要支援二の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費  

①  算定の可否の判断基準  

要支援一又は要支援二の者(以下(2)において「軽度者」という。)に係る

指定介護予防福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定し

にくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ず

れ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフ

ト (つり具の部分を除く。) 」(以下「対象外種目」という。)に対しては、

原則として算定できない。しかしながら第二十三号告示第六十五号において

準用する第二十一号のイで定める状態像に該当する者については、軽度者で

あっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定介

護予防福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとお

りとする。 

 

  （中略） 

 

ウ また、アにかかわらず、次の i)から iii)までのいずれかに該当する旨

が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を

通じた適切なケアマネジメントにより介護予防福祉用具貸与が特に必要

である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書

面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することがで

きる。この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意

見書による確認のほか、医師の診断書又は担当職員が聴取した介護予防サ

ービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。 

 

  （中略） 

 

ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第二

十三号告示第六十五号において準用する第二十一号のイに該当すること

が確実に見込まれる者 （例 がん末期の急速な状態悪化） 

（後略） 



（別添３） 
 

 

介護認定審査会の運営について  ～抄～  

 

 

平成２１年９月３０日老発０９３０第６号 

厚生労働省老健局長通知  

 

 

３）認定審査会が付する意見 

 

  （中略） 

 

（２）要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養についての意見 

介護認定審査会資料から読み取れる状況に基づき、要介護状態の軽減又は、

悪化の防止のために特に必要な療養があると考えられる場合、及び指定居宅

サービスまたは指定施設サービスの有効な利用に関して被保険者が留意す

べきことがある場合には、介護認定審査会としての意見を付す。 

 

  （後略） 



１．認定調査
員研修

２．介護認定
審査会委員研
修

３．主治医研
修

４．介護認定
審査会運営適
正化研修

1 北海道 ○ ○ ○ ○

2 青森県 ○ ○ ○ ○

3 岩手県 ○ ○ ○

4 宮城県 ○ ○ ○

5 秋田県 ○ ○ ○ ○

6 山形県 ○ ○ ○

7 福島県 ○ ○ ○

8 茨城県 ○ ○ ○ ○

9 栃木県 ○ ○ ○ ○

10 群馬県 ○ ○ ○ ○

11 埼玉県 ○ ○ ○ ○

12 千葉県 ○ ○ ○ ○

13 東京都 ○ ○ ○ ○

14 神奈川県 ○ ○ ○ ○

15 新潟県 ○ ○ ○ ○

16 富山県 ○ ○ ○ ○

17 石川県 ○ ○ ○ ○

18 福井県 ○ ○ ○ ○

19 山梨県 ○ ○ ○ ○

20 長野県 ○ ○ ○

21 岐阜県 ○ ○ ○

22 静岡県 ○ ○ ○ ○

23 愛知県 ○ ○ ○ ○

24 三重県 ○ ○ ○ ○

25 滋賀県 ○ ○

26 京都府 ○ ○ ○ ○

27 大阪府 ○ ○ ○ ○

28 兵庫県 ○ ○ ○

29 奈良県 ○ ○ ○ ○

30 和歌山県 ○ ○ ○ ○

31 鳥取県 ○ ○ ○

32 島根県 ○ ○ ○ ○

33 岡山県 ○ ○ ○ ○

34 広島県 ○

35 山口県 ○ ○ ○ ○

36 徳島県 ○ ○ ○ ○

37 香川県 ○ ○ ○ ○

38 愛媛県 ○ ○ ○

39 高知県 ○ ○ ○ ○

40 福岡県 ○ ○ ○

41 佐賀県 ○ ○ ○ ○

42 長崎県 ○ ○ ○ ○

43 熊本県 ○ ○ ○ ○

44 大分県 ○ ○ ○ ○

45 宮崎県 ○ ○ ○ ○

46 鹿児島県 ○ ○ ○ ○

47 沖縄県 ○ ○ ○ ○

48 札幌市 ○

49 仙台市

50 さいたま市 ○ ○

51 千葉市 ○ ○ ○

52 横浜市

53 川崎市 ○ ○

54 相模原市 ○ ○ ○

55 新潟市 ○ ○ ○

56 静岡市 ○ ○ ○

57 浜松市

58 名古屋市 ○ ○

59 京都市 ○

60 大阪市 ○ ○ ○

61 堺市

62 神戸市 ○ ○ ○

63 岡山市 ○ ○ ○ ○

64 広島市 ○ ○

65 北九州市 ○ ○ ○

66 福岡市 ○

62 58 50 39合計

８．認定調査員等研修事業（国庫補助事業）の実施状況

（２３年度交付決定ベース）




